
   かのやで暮らす移住応援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鹿屋市への移住・定住の促進を図るため、予算の範囲内にお

いてかのやで暮らす移住応援金（以下「移住応援金」という。）を交付すること

を目的とし、その交付については、鹿屋市補助金等交付規則（平成18年鹿屋市規

則第73号）及びこの要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 対象企業 市内に事業所を有し、鹿児島県就職情報提供サイト「かごＪｏｂ」

に登録した事業者をいう。 

 (2) 新規卒業者 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校並び

に専修学校、防衛大学校、防衛医科大学校、航空保安大学校、気象大学校、海

上保安大学校、水産大学校、職業能力開発総合大学校及び国立看護大学校を卒

業した翌年度当初に就業する者をいう。 

 (3) 小規模企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第５項に規

定する小規模企業者をいう。 

 (4) テレワーク就業 企業に正規雇用されている者が、当該企業における１か月

の勤務時間のうち過半以上を当該企業に出勤しないで勤務することをいう。 

（補助対象者） 

第３条 移住応援金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次

項の要件を満たし、第３項から第６項までのいずれかに該当するものとする。こ

の場合において、２人以上の世帯の申請をする場合にあっては、第７項の要件を

満たすものとする。 

２ 移住等に関する要件として、次の各号の全てに該当すること。 

 (1) 住民票を鹿屋市へ移す直前の住所（以下「移住元」という。）が、連続して

３年以上鹿児島県外にあること。 

 (2) 移住応援金の申請日から５年以上、継続して鹿屋市に居住する意思を有して

いること。 

 (3) 令和７年４月１日以降に、住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）の規定に



基づき鹿屋市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を鹿屋市に置くこ

と（以下「転入」という。）。 

 (4) 移住応援金の申請時において、転入後１年以内であること。ただし、次項第

３号に該当する場合は研修修了後から１年以内とする。 

 (5) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者

の配偶者等、定住者及び特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 

 (6) わくわくかごしま移住促進事業実施要領（令和元年10月３日鹿児島県制定）

の要件に該当していないこと。 

 (7) 過去にこの要綱に基づく交付決定を受け、又は返還請求を受けていないこと。 

 (8) 鹿屋市税の滞納がないこと。 

 (9) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 

 (10) その他鹿屋市が移住応援金の補助対象者として不適当と認めた者でないこ

と。 

３ 就業に関する要件として、次に掲げるいずれかに該当すること。 

 (1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象企業に就業し、申請時において

連続して３月以上在職し、移住応援金の申請日から１年以上、継続して勤務す

る意思を有している者 

 (2) 地域交通を担うバス運転手、タクシー運転手に従事する者 

 (3) 鹿児島県内の地方公共団体が認める者の実施する農林水産業に係る長期研修

を受講するために移住し、長期研修後に鹿児島県内で農林水産業に就業してい

る者 

 (4) テレワーク就業をしている者 

４ 起業に関する要件として、次の各号の要件に全て該当すること。 

 (1) 産業競争力強化法（平成25年法律第98号）に基づく本市の創業支援事業を活

用して起業した者 

 (2) 移住応援金の申請日から起算して５年以上、当該事業を継続する意思を有し

ている者 

５ 本市に転入した後、小規模企業者の事業承継をした者であって、次の各号の要

件に全て該当するもの 

 (1) 個人事業、株式会社、合同会社等の事業を承継し、その代表者となった者 



 (2) 移住応援金の申請日から起算して５年以上、当該承継した事業を継続する意

思を有している者 

６ 本市に転入した後、就農した者であって、農業経営基盤強化促進法（昭和55年

法律第65号）に基づく青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた者。

ただし、移住応援金の申請日から起算して５年以上、当該認定を受けた計画に記

載している事業を継続する意思を有している者 

７ ２人以上の世帯に関する要件として、次に掲げる要件に全て該当すること。 

 (1) 補助対象者を含む２人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属してい

たこと。 

 (2) 補助対象者を含む２人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属してい

ること。 

 (3) 補助対象者を含む２人以上の世帯員がいずれも、第２項第３号から第10号ま

でに該当すること。 

８ 第２項から前項までの規定にかかわらず、次に掲げる場合は補助対象としない。 

 (1) 鹿屋市への転入が転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更で

ある場合 

 (2) 新規卒業者である場合 

 (3) 官公庁、公立学校その他公的機関への就業である場合 

 (4) ３親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法

人への就業である場合。ただし、小規模企業者を除く。 

（移住応援金の額等） 

第４条 移住応援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (1) ２人以上の世帯 １世帯当たり20万円 

 (2) 単身世帯 10万円 

２ 前項第１号に規定する世帯に18歳未満（申請日が属する年度の４月１日前にお

いて18歳未満であるもの。以下同じ。）の世帯員がいる場合は、18歳未満の世帯

員１人につき30万円を加算するものとする。この場合において、移住応援金の合

計が100万円を超える場合は、100万円を上限とする。 

（交付申請） 



第５条 移住応援金の交付を申請する者（以下「申請者」という。）は、かのやで

暮らす移住応援金交付申請書（別記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添え

て、市長に提出しなければならない。 

 (1) 誓約書兼同意書（別記第２号様式） 

 (2) 写真付き身分証の写し 

 (3) 申請者及びその世帯員の本籍が本市である場合はその者の戸籍の附票を、そ

うでない場合は移住元の住民票除票（３年以上鹿児島県外に居住していたこと

が分かるもの） 

 (4) 申請者が外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者

等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するものの写し 

 (5) 申請者が第３条第３項の就業に関する要件を満たす者である場合は、就業証

明書（別記第３号様式） 

 (6) 就業先が３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めて

いる小規模企業者又は親族が経営する農業経営体の場合は、就業先が要件を満

たすことが分かる書類の写し（青色申告書、家族経営協定書等） 

 (7) 申請者が第３条第３項第２号に該当する場合はそれを証する書類の写し 

 (8) 申請者が第３条第４項の起業に関する要件を満たす者である場合は、公的証

明書又はその写し（市が発行する認定特定創業支援等事業の証明書、登記事項

証明書、開業届等） 

 (9) 申請者が第３条第５項の事業承継に関する要件を満たす者である場合は、公

的証明書又はその写し（登記事項証明書、開業届、事業譲渡契約書等） 

 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定及び額の確定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住

応援金を交付することが適当と認めるときは、必要な条件を付してかのやで暮ら

す移住応援金交付決定及び交付確定通知書（別記第４号様式）により、申請者に

通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、移住応援金を交付しないことが適当であると認め

た場合又は予算上の理由等により当該年度における移住応援金の交付ができない

場合は、その旨を申請者に通知するものとする。 



（移住応援金の請求） 

第７条 前条第１項の規定により交付決定を受けた申請者が移住応援金の交付を受

けようとするときは、かのやで暮らす移住応援金交付請求書（別記第５号様式）

に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付決定及び交付確定通知書の再交付） 

第８条 申請者が移住応援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定

及び交付確定通知書の再交付を必要とするときは、かのやで暮らす移住応援金交

付決定及び交付確定通知書再交付申請書（別記第６号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、かのやで暮

らす移住応援金交付決定及び交付確定通知書を再発行することが適当と認めたと

きは、かのやで暮らす移住応援金交付決定及び交付確定通知書の標題右余白に朱

書きで「再発行」と記載し、再発行するものとする。 

（報告及び立入検査） 

第９条 市長は、本要綱に定める事項が適切に実施されたかどうか等を確認するた

め、必要があると認めるときは、報告及び立入検査を求めることができる。 

（移住応援金の返還） 

第10条 市長は、移住応援金の交付を受けた者が次の各号に応じて掲げる要件に該

当する場合、移住応援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、

雇用法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、

移住応援金の返還を免除することができる。 

 (1) 全額の返還 

  ア 虚偽の申請等をした場合 

  イ 前条の規定による報告又は立入調査を正当な理由なく拒んだ場合 

  ウ 移住応援金を申請した日から３年以内の間に本市から転出した場合 

  エ 移住応援金を申請した日から１年以内の間に離職（第３条第３項第１号に

規定する就職をした者に限る。）した場合 

 (2) 半額の返還 

  ア 移住応援金を交付した日から３年以上５年以内の間に本市から転出した場

合 



（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 鹿屋市空き家等バンク利用移住者引っ越し費用補助金交付要綱（平成29年鹿屋

市告示第32号）は廃止する。 

３ 鹿屋市テレワーク移住奨励金交付要綱（令和５年鹿屋市告示第161号）は廃止

する。 

 

  



別記 

第１号様式（第５条関係） 

年  月  日 

鹿屋市長      様 

 

かのやで暮らす移住応援金交付申請書 

 

 かのやで暮らす移住応援金の交付を受けたいので、かのやで暮らす移住応援金交

付要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定により関係書類を添えて申請しま

す。 

 

１ 申請者欄 

ﾌﾘｶﾞﾅ  連絡先  

申請者名  メール  

住 所  

前住所  

移住する 

世帯員 

氏名 続 柄 生年月日 

 本人 年 月 日（ 歳） 

  年 月 日（ 歳） 

  年 月 日（ 歳） 

  年 月 日（ 歳） 

  年 月 日（ 歳） 

 

２ 移住応援金の内容（該当する項目に○を付け、必要事項を記入。） 

支給要件 単身者 ／ ２人以上の世帯 

就業形態 就業 ／ 起業 ／ テレワーク 

勤務先名称  業種  

勤務先住所  

所属企業に出勤する頻度

（ﾃﾚﾜｰｸの場合に限る） 

月・年  回程度 ／ 行くことはない ／ 

その他（               ） 

３ 申請額  

内 

訳 

選 択 区  分 金  額 

 単 身 世 帯（10万円） 万円 

 ２人以上の世帯（20万円） 万円 

 18歳未満の世帯員（  人×30万円） 万円 

合  計（上限100万円） 万円 



４ 各種確認及び同意事項（該当する項目に○を付けてください。） 

項  目 区  分 

申請日から５年以上継続して鹿屋市に居

住し、かつ就業・起業する意思について 
意思がある ／ 意思がない 

申請者を含む世帯員の全てが、暴力団等

の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有

する者でないことについて 

該当する ／ 該当しない 

（就業の場合のみ） 

就業先の法人の代表者又は取締役などの

経営を担う者との関係 

３親等以内の 

親族でない ／ 親族である 

        （※） 

※ 親族である場合は従業員数 （      人） 

この補助金の申請の事務処理に必要な範

囲において、市が申請者の戸籍、住民登

録の調査をすることについて 

同意する ／ 同意しない 

 

添付書類 

 (1) 誓約書兼同意書（別記第２号様式） 

(2) 写真付き身分証明書の写し 

(3) 申請者及びその世帯員の本籍が本市である場合はその方の戸籍の附票、申請

者及びその世帯員の本籍が本市でない場合は移住者全員分の移住元の住民票除

票（３年以上鹿児島県外に居住していたことが分かるもの） 

(4) 申請者が外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者

等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を証明するものの写し 

(5) 就業している方は就業証明書（別記第３号様式） 

(6) 就業先が「３親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務め

ている小規模企業者」又は「親族が経営する農業経営体」の場合は、就業先が

要件を満たすことが分かる書類（青色申告書の写し、家族経営協定書の写し

等） 

(7) 長期研修後に鹿児島県内で農林水産業に就業した方は長期研修を修了したこ

との分かる書類の写し 

(8) 起業に関する要件を満たすことが分かる書類（市が発行する認定特定創業支

援等事業の証明書、登記事項証明書、開業届等） 

(9) 申請者が要綱第３条第５項に規定する事業承継に関する要件を満たす場合

は、公的証明書又はその写し（登記事項証明書、開業届、事業譲渡契約書等） 

(10) その他、市長が必要と認める書類  



第２号様式（第５条関係） 

誓約書兼同意書 

 

鹿屋市長      様 

 

 このたび、かのやで暮らす移住応援金を申請するに当たり、次のとおり誓約し同

意します。 

 

１ 誓約事項 

 (1) 移住応援金の申請日から５年以上、継続して鹿屋市に居住します。 

 (2) 以下に該当する場合は、かのやで暮らす移住応援金交付要綱（以下「要綱」

という。）に基づき、移住応援金の全額又は半額を返還します。 

  ア 移住応援金の申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場

合：全額 

  イ 要綱第９条の規定による報告又は立入調査を正当な理由なく拒んだ場合：

全額 

ウ 移住応援金を交付した日から３年以内の間に鹿屋市から転出した場合：

全額 

エ 移住応援金を申請した日から１年以内の間に離職（第３条第３項第１号

に規定する就職をした者に限る。）した場合：全額 

  オ 移住応援金を交付した日から３年以上５年以内の間に鹿屋市から転出した

場合：半額 

 (3) 世帯の構成員は、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する

者ではありません。 

 

２ 同意事項 

 (1) 誓約事項の遵守について確認するために、鹿屋市が住民基本台帳に記載され

ている事項を閲覧することに同意します。 

 (2) 要綱第９条の規定による報告及び立ち入り検査について、鹿屋市から求めら

れた場合にはそれに応じます。 

 

  年  月  日 

 

申請者名  



第３号様式（第５条関係） 

年  月  日 

 

鹿屋市長       様 

 

所 在 地 

事業者名 

代表者名 

連 絡 先 

担当者名 

 

就業証明書 

 

 下記のとおり相違ないことを証明します。 

 
記 

 

勤 務 者 名  

勤 務 者 住 所  

本 社 所 在 地  

勤 務 先 所 在 地  

勤務先電話番号  

雇 用 開 始 日     年   月   日 

雇 用 形 態  週20時間以上の無期雇用である。 

 

テレワークの場合 

所属企業へ出勤する

頻度 
月・年   回程度 ／ 出勤指定はない 

テレワーク交付金 勤務者に対して地方創生テレワーク交付金による資金提

供をしていない。 

かのやで暮らす移住応援金に関する事務のため、勤務者の勤務状況などの情報を

鹿屋市の求めに応じて、鹿屋市に提供することについて勤務者の同意を得ていま

す。  



第４号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

          様 

 

鹿屋市長 

 

かのやで暮らす移住応援金交付決定及び交付確定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請のあった、かのやで暮らす移住応援金につい

ては、下記のとおり交付を決定し、交付額は交付決定額と同額に確定したので、か

のやで暮らす移住応援金交付要綱（以下「要綱」という。）第６条の規定により通

知します。 

 

記 

 

１ 交付決定額        円 

 

２ 交付確定額        円 

 

３ 交付決定に付した条件 

  要綱第10条の規定により、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、移住応援

金の全額又は半額を返還すること。 

 (1) 虚偽の申請等をした場合 全額 

(2) 要綱第９条に規定する報告又は立入調査を正当な理由なく拒んだ場合 全額 

(3) 移住応援金を申請した日から３年以内の間に本市から転出した場合 全額 

(4) 移住応援金を申請した日から１年以内の間に離職（第３条第３項第１号に規

定する就職をした者に限る。）した場合 全額 

(5) 移住支援金を交付した日から３年以上５年以内の間に本市から転出した場合 

  半額  



第５号様式（第７条関係） 

 

  年  月  日 

 

鹿屋市長       様 

 

請求者 

住 所  

氏 名           印 

 

かのやで暮らす移住応援金請求書 

 

年 月 日付け  第  号のかのやで暮らす移住応援金交付決定及び交付確定

通知書に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請求金額        円 

 

２ 振込先 

金融機関名  支店名  

口座種別  口座番号  

フリガナ  

口座名義  

 

  



第６号様式（第８条関係） 

年  月  日 

 

鹿屋市長      様 

 

 

申請者 

 住 所 

 氏 名 

 

 

かのやで暮らす移住応援金交付決定及び交付確定通知書再発行申請書 

 

 かのやで暮らす移住応援金交付決定及び交付確定通知書を紛失等したので再発行

してくださるよう申請します。 

 

記 

 

 再発行申請の理由 

  □ 紛失したため 

  □ 破損したため 

  □ 汚損したため 

  □ その他（                       ） 

 

 

注 申請者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード（表面）、パスポー

ト等）の写しを添付してください。 

 


